
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法律 

   第１１２号）第２条第２項の規定に基く指定地方公共機関 一覧    

 （指定：平成１７年３月３１日） 

 （追加：平成２５年５月１４日） 

（追加：令和 ５年３月 ３日） 

 

１  天草ガス株式会社 

２   九州ガス株式会社 

３  山鹿都市ガス株式会社 

４  公益社団法人熊本県トラック協会 

５  天草エアライン株式会社 

６  くま川鉄道株式会社 

７  熊本電気鉄道株式会社 

８  肥薩おれんじ鉄道株式会社 

９  南阿蘇鉄道株式会社 

１０  一般社団法人熊本県バス協会 

１１  熊本フェリー株式会社 

１２  三和商船株式会社 

１３  株式会社熊本県民テレビ 

１４  株式会社熊本放送 

１５  株式会社テレビ熊本 

１６  熊本朝日放送株式会社 

１７  公益社団法人熊本県医師会 

１８  公益社団法人熊本県看護協会 

１９  一般社団法人熊本県ＬＰガス協会 

２０  一般社団法人熊本県歯科医師会 

２１  公益社団法人熊本県薬剤師会 

２２  社会福祉法人熊本県社会福祉協議会 

２３  一般社団法人熊本県建設業協会 

２４  熊本国際空港株式会社 


